
助成制度名 目的

○助成内容

入院 円

通院 円

入院 円

○助成方法

○補助率：県(1/2)、市町村(1/2)  

○実績

年度

H19

H20

H21

H22

H23

H24

○支給対象

○自己負担

○申請先：各保健所

○財源：国(1/2)､県(1/2)  

○実績：近年、給付実績なし

○対象医療

○助成期間

○自己負担額

円

円

※「世帯」とは、住民票の世帯を原則とするが、例外措置がある。

○申請先：各保健所

○財源：国(1/2)、県(1/2) 

骨関節結核及びその他の結核にかかっており入院が必要な１８歳未満の児童

39,569

39,580

40,190 497,397

39,692 564,668

476,779

46,179

15,000

①０歳から就学前の
乳幼児の入通院

総医療費の1
割

②就学後20歳未満の
者の慢性呼吸器疾患
等11疾患群にかかる
入院

県助成額

589,198

※②は所得制限有り（児童手当特例給付準拠）

Ｂ型及びＣ型肝炎ウｲルスの除去を目的として行うインターフェロン治療並びにＢ型ウイルス
性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの。

備考

総医療費の1
割

※本人一部負担金の額は1医療機関あたりの月額上限額

受給者数

医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担され、世帯の
所得に応じて自己負担あり

原則として同一患者につき１年以内で治療予定期間に即した期間とするが、最長
８か月まで延長できる場合がある。また、核酸アナログ製剤治療については、医
師が治療継続が必要と認める場合、更新を認める。

患者の１か月の自己負担額（３割及び高額療養費支給後等）が、次表の階層区分による自己
負担額を超えた額を、県から保険医療機関等へ交付

各種医療助成制度一覧

乳幼児等医療費
助成制度 　下表の乳幼児等の医療費（社会保険各法の規定により保険給付の対象となる医療に係るも

の）のうち、本人負担額から表の一部負担金（控除額の特例がある場合はその額）を控除した
額を助成する。（ただし、他方他制度優先）

表①については、原則現物給付。②については、償還払い方式（市町村へ申請）。

概要

乳幼児等の健全な
育成及び安心して
子どもを生み育て
ることができる環
境づくりを推進す
る。

本人一部負担金対象

2,000

1,000

結核児童の療育
給付制度

（児童福祉法第
20条）

骨関節結核その他
の結核によって、
長期に入院が必要
な児童に対し、医
療費の給付及び学
習や療養生活に必
要な物品の支給を
行うことにより、
児童の健全な育成
を図る。

肝炎治療医療費
助成事業

インターフェロン
治療及び核酸アナ
ログ製剤治療に係
る医療費を助成
し、患者の医療機
関へのアクセスを
改善することによ
り、将来の肝硬
変・肝がんの予防
及び肝炎ウィルス
の感染防止を図
る。

（肝炎治療特別
促進事業実施要
綱）

甲 ２３５千円以上 20,000

乙

階層区分

２３５千円未満 10,000

550,816 H22.12改正あり

39,672

世帯の市町村民税（所得割）課税年額 自己負担限度額(月額)

597,258



助成制度名 目的 概要

＜交通費助成＞

○助成対象

・自立支援医療受給者証（育成医療）の交付を受けている児童の保護者 

○助成回数

・受給者証の有効期間内に原則１回 

・上記に加えて、手術に伴う術前・術後の検査入院に各１回  

○助成金額（１回あたりの額）(単位：千円)

鳥取 岡山 広島 山口

東部 － 30 20 40 70 60 60 80 150

西部 30 50 － 30 20 50 70 90 170

隠岐 － 50 40 70 90 90 80 100 200

※受診する県外医療機関の所在地により金額を決定

○申請先：島根県心身障害児（者）親の会連合会

○財源：県(10/10）

○実績(単位：件)  

H19 H20 H21 H22 H23 H24

76 75 114 118 111 114

＜滞在資金貸付＞

○貸付対象 

・自立支援医療受給者証（育成医療）の交付を受けている児童の保護者

・児童の入院が連続して10日以上となること

○貸付条件

・貸付対象となる経費

入院の準備経費、付添者の滞在経費

・貸付金の限度額

入院期間が１ケ月未満の場合…30万円

入院期間が１ケ月以上の場合…50万円

・据置期間：退院後１年以内  

・償還期間：５年以内

・貸付利子：無利子

○申請先：島根県社会福祉協議会

○財源：県(10/10)

○実績(単位：件)

H19 H20 H21 H22 H23 H24

6 2 2 1 3 4

年度

浜田市

隠岐の島町

助成件数

松江市

九州四国

年度

貸付件数

・育成医療の対象となる障がいの治療のために入院する医療機関が居住地に応じて定める起
点から120㎞を超えること

障害児療養支援
制度

（障害児療養支
援事業実施要
綱）

心臓疾患等、県内
の医療機関では治
療が困難でやむを
得ず県外の医療機
関に長期にわたり
入院する身体に障
がいのある児童を
有する家庭の経済
的負担の軽減を図
る。

・育成医療の対象となる障がいの治療のために入院する医療機関が居住地に応じて定める起
点から120㎞を超えること

中部 関東近畿中国起点区分



助成制度名 目的 概要

○対象者

対象疾患に罹患している県内に住所を有する者。

○事業内容

円 円 0 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

※重症患者は自己負担なし

○申請先：各保健所

○対象者数：５，３３２人（H25.3月末現在）

○財源：国(1/2)、県(1/2) ※ただし、スモンは国(10/10)

○実績

年度

H18 円 人

H19 円 人

H20 円 人

H21 円 人

H22 円 人

H23 円 人

H24 円 人

※同一生計内に２人以上の対象患者がいる場合の２人目以降の者については、上記表に定め
る額の1/10の額

5,088

768,396,434

675,933,964

781,644,043

5,332

公費負担額

613,470,206

受給者数

730,051,609

867,871,076

生計中心者の前年の
所得税課税年額が
70,001円以上の場合

対象患者が生計中
心者であるとき
は、左欄により算
出した額の1/2に
該当する額をもっ
て自己負担限度額
とする。

生計中心者の前年の
所得税課税年額が
15,001円以上40,000
円以下の場合

生計中心者の前年の
所得税課税年額が
40,001円以上70,000
円以下の場合

4,250

4,479

4,702

18,700

23,100

原因が不明であっ
て治療方法が確立
していない、いわ
ゆるスモン、ＡＬ
Ｓ、パ－キンソン
病などの難病のう
ち特定疾患につい
て医療の確立と普
及を図ること及び
患者の医療費の負
担軽減を目的とす
る。

3,450生計中心者の前年の
所得税課税年額が
5,000円以下の場合

11,550

6,900

8,500

4,500

9,350

特定疾患治療研
究事業

（特定疾患治療
研究事業実施要
領）

対象者別の一部自己負担の月額限度額

医療費等のうち医療保険各法の給付を除いた額から下表に定める自己負担額を除いた額を公
費負担する。

生計中心者が患者
本人の場合

0

外来等

0

4,876

5,500

生計中心者の前年の
所得税課税年額が
5,001円以上15,000円
以下の場合

4,250

11,000

階層区分

生計中心者の前年の
所得税が非課税の場
合

2,250

生計中心者の市町村
民税が非課税の場合

入院

824,522,866 5,096



助成制度名 目的 概要

○対象者

○事業内容

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

※重症患者及び血友病患者は自己負担なし

○申請先：各保健所（松江市在住者は松江市役所）

○対象者数：６４９人（H24.3月末現在）

○財源：国(1/2)、県(1/2) 

○実績

年度

H18 円 人

H19 円 人

H20 円 人

H21 円 人

H22 円 人

H23 円 人

H24 円 人

○支給対象

○助成内容

○申請先：各保健所

○財源：国(1/2)、県(1/2) 

○実績： 平成19年度…310組;358件（35,117千円）

平成20年度…267組;412件（39,960千円）

平成21年度…340組;562件（75,357千円）

平成22年度…361組;559件（78,550千円）

平成23年度…424組;732件（104,365千円）

平成24年度…453組;799件（114,933千円）

131,789,528 643

1回あたり15万円、1年度目は年度内３回まで、2年度目以降は年度内２回まで、通算5年
(ただし、通算10回まで)、所得制限あり（夫婦の所得730万円未満）

医療費等のうち医療保険各法の給付を除いた額から下表に定める自己負担額を除いた額を公
費負担する。

0

2,100

2,200

3,400

664

139,784,121

138,773,687

140,414,574

128,314,315

674

667

662

154,682,560 637

生計中心者の前年の所得税課税年額が
15,001円以上40,000円以下の場合

生計中心者の前年の所得税課税年額が
40,001円以上70,000円以下の場合

小児慢性特定疾
患治療研究事業

（児童福祉法第
21条の５）

小児の慢性疾患の
うち、白血病、血
友病、慢性心疾患
など特定の疾患に
ついて医療の確立
と普及を図ること
及び患者家族の負
担軽減を目的とす
る。 入院

9,300

生計中心者の前年の所得税課税年額が
5,000円以下の場合

生計中心者の前年の所得税課税年額が
5,001円以上15,000円以下の場合

外来階層区分

0生活保護法の被保護世帯及び「中国残留
邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国
後の自立支援に関する法律」による支援
給付受給世帯

0

対象疾患に罹患している県内に住所を有する18歳未満の児童（18歳到達時点において本事業
の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には
20歳到達までの者を含む。）。

特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診
断された法律上の婚姻をしている夫婦

特定不妊治療費
助成事業

（厚生労働省雇
用均等・児童家
庭局長通知「母
子保健医療対策
等総合支援事業
の実施につい
て）

体外受精や顕微授
精の特定不妊治療
に要する費用の一
部を助成すること
により、その経済
的負担の軽減を図
ることを目的とす
る。

生計中心者の前年の所得税課税年額が
70,001円以上の場合

5,750

公費負担額 受給者数 備考

※同一生計内に２人以上の対象患児がいる場合は、そのうち１人については表に定める額の
1/10の額

11,500

2,750

4,650

生計中心者の市町村民税が非課税の場合

生計中心者の前年の所得税が非課税の場
合

0

1,100

1,700

4,200

5,500

129,266,761 648



助成制度名 目的 概要

原爆各種手当 ○手当内容（H25年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

【家族介護】

円

○申請先：各保健所 

○財源：介護手当：国(8/10) 、県(2/10)  

その他手当…国(10/10) 

○被爆者数(単位：人)

年度

人数

※年度末現在（H25においてはH26.2末現在）

○実績

年度 単位

件

千円

件

千円

件

千円

件

千円

件

千円

件

千円

件

千円

件

千円

※県内に原子爆弾小頭症手当の該当者なし

391

101

2,155

4,396

72

2,408

53

2,448

18

50,638

48

2,411

14,724

492,686

262

H25

253

2,017

48

2,529

45

3,143

320

手当種別

2,006

93

1,871

2,727

46

1,764

87

809

16,864

567,811

309

16

5,216

84

2,829

44

350

手当額（月額）支給対象

医療特別手当 原子爆弾の放射能を原因とする傷病の状態に
あるという厚生労働大臣の認定を受けた人
で、現にその傷病の状態にある人（認定被爆
者）

特別手当

原子爆弾小頭
症手当
健康管理手当

保健手当

介護手当

爆心地から2km以内で直接被爆した人と、当
時その人の胎児であった人

135,130

49,900

46,510

33,230

16,670

33,230

重度:上限

中度:上限

（原子爆弾被爆
者に対する援護
に関する法律第
24条～第28条、
第31条）

原子爆弾の放射線
を原因とする後遺
症等により生活上
や健康上特別な状
態にある被爆者
の、生活の安定、
健康の保持・増
進、福祉の向上を
図る。

保健手
当（低
額）

上記の人で、身障手帳1級から3級程度の身体
障害、傷痕等(ｹﾛｲﾄﾞ)のある人または70歳以
上の身寄りのない単身居宅生活者

【費用介護】

原子爆弾の放射線を原因とする精神上又は身
体上の障害のために、費用を支出して介護人
を雇っている人

○重度:身障手帳1級及び2級の 一部程度の障
害

原子爆弾の放射能を原因とする傷病の状態に
あるという厚生労働大臣の認定を受けた人
で、その傷病が治った人

原子爆弾の放射能を原因とする小頭症の状態
にある人
高血圧性心疾患等の循環器機能障害など厚生
労働省令で定める11障害のいずれかを伴う病
気にかかっている人

H22

H21

1,676

H23

H22 H24

1,405

44,225 27,024

H25

1,3241,586

254242

H23

1,505

H21

特別手
当

健康管
理手当

24 24

1,218

30,645

610,513

18,063

医療特
別手当

原子爆弾の放射線を原因とする重度の精神上
又は身体上の障害のために、費用を支出せず
に家族の介護を受けている人

1,218

18,969

104,290

69,520

21,210

○中度:身障手帳2級の一部及び3級程度の障
害

32,237

H24

198

334

641,170

5,424

96 93

5,662

3,245

52

3,096

48

1,875

96

保健手
当（高
額）
費用介
護（重
度）
費用介
護（中
度）
家族介
護

備考

39

1,966

15,900

532,321

286

4,814

81

2,720

47

2,733

47

1,697

93

1,9932,071



助成制度名 目的 概要

○対象者

○事業内容

※加算基準額･･･入院期間が７日を超えた場合の１日当たりの加算額

※特別加算額･･･入院中に手術療法等を受けた場合の加算額

○申請先：各保健所

○財源：県10/10 

○実績：H18、19、20、21、23、24は実績なし

        H22は1件（21,300円）

○交付内容

・普通調整交付金（定率交付分）

・特別調整交付金 

◆医療費適正化：

◆収納率の向上：

◆保健事業：

◆その他特別事情：

○実績(単位：千円)

年度

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

対象疾患にり患している妊産婦が必要な医療を受けるために入院した場合、下表に定める額
により算定した額を21日を限度として支給する。

収納率向上実績に対して交付

991,8563,167,666 2,175,810

国民健康保険調
整交付金

（国民健康保険
法第72条の２）

市町村が行う国民
健康保険の財政に
ついて、地域実情
に応じた国保財政
安定化への取り組
みを促進するとと
もに、特殊な事情
に応じたきめ細か
な財政調整をす
る。

県内市町村の国民健康保険に係る療養の給付等にかかる経費の9％を交付総額として、その
6/9を普通調整交付金、3/9を特別調整交付金として交付する。

　国が負担する療養給付費負担金と同様に、療養の給付費の実績に対して定率で交付する。

分娩誘発そ
の他

（妊娠高血圧症
候群等療養援護
費支給要綱）

対象疾患にり患している妊産婦であって母体又は胎児の保護のため医療機関へ入院して必要
な医療を受けた者であり、かつ、入院期間が７日以上の者で、前年分の所得税課税額の年額
15,001円以上の世帯に属する者及び児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置を
受けた者を除く者。

2,544,886 201,005

2,687,548

特別加算額（円）基準額
（円） 開腹

1,300

国の交付対象外の保健事業に対して交付、保健事業に多額の経費を要
した場合に交付、特定検診の受診率向上実績に対し交付

256,396

312,305

2,431,152

2,168,532

うち特別交付額 備考

高額医療費行動事業にかかる拠出金と、同事業等に係る交付金との差
額が交付金の3％を超える場合に交付

うち普通

2,343,881

2,480,837

2,519,854 2,293,047 226,807

早期に適正な療養
を受けることを容
易にし、症状の重
症化を防ぐことに
より、妊産婦の死
亡、後障害等を防
ぎ併せて未熟児及
び心身障害の発生
の防止を図ること
を目的とする。

加算基準額
(円）

3,000

3,000

8,700

3,0008,700

1,000

900

妊娠高血圧症候
群等療養援護費
支給事業

生活保護法による被保護世
帯

5,500

9,100

2,423,706

3,000

8,700

800

市町村民税非課税世帯

6,400所得税非課税世帯

所得税年額15,001円以下の
世帯

219,675

8,700

　各市町村の国保財政に影響を与える特別な事情に応じて交付する。

レセプト点検による財政効果の伸びに対して交付

3,063,442 2,088,533 974,909

7,300

2,204,031



助成制度名 目的 概要

○助成内容

①保険料（税）軽減分

低所得者の保険料（税）軽減の財政負担を助成する。

②保険者支援分

低所得者を多く抱える保険者（市町村）を支援するため助成する。

○補助率

①県(3/4)、市町村(1/4)

②国(1/2)、県(1/4)、市町村(1/4)

○実績(単位：千円) 

年度

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

○助成内容

○補助率

国(1/4)、県(1/4)、市町村(2/4)

○実績(単位：千円)

年度

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

○対象者

○助成する医療費の範囲

○申請先：市町村窓口   

○対象者数：26,315人（H23.4.1現在）

○財源内訳：県1/2、市町村1/2

○Ｈ26予算：684,377千円(県補助分)

20歳未満の障がい児(者) 2,000 1,000

一般 40,200 12,000

市町村民税非課税世帯 7,500 4,000

 ひとり親家庭 18歳未満又は20歳未満の高校３学年修了まで
の児童を養育する配偶者のいない者及び当該
児童

所得税非課
税世帯

社会保険各法の規定により保険給付の対象となる療養又は医療の給付を受けたとき、当該療
養又は医療に要する費用のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令の規定により被
保険者が負担することとなる費用（入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く。）から医
療費の１割（次表の限度額を超える場合は、次表の額）を控除した額。

自己負担限度額 控除額(円)

入院 入院外

福祉医療費助成
制度

福祉医療費助成対
象者（重度心身障
害がい及びひとり
親家庭）に対し
て、医療費の自己
負担分を助成し、
容易に医療を受け
られるようにする
ことによって、こ
れらの対象者の福
祉の増進を図る。

対象者 要件 所得制限

 重度知的障がい者 療育手帳Ａ所持者 特別障害者
手当の所得
制限を準用

 重複重度障がい者 身障手帳３～４級所持者でかつIQ50以下

142,268

92,533

1,441,615 106,663

381,456

388,038

 重度身体障がい者 身障手帳１～２級所持者

379,279

 寝たきり者 65歳以上で３ケ月以上臥床し他人の介護が必
要な者

国民健康保険保
険基盤安定負担
金

（国民健康保険
法第72条の２の
２、国民健康保
険法附則第14
項）

285,176

県負担額

国保の保険料(税)
軽減分等の助成を
することにより、
国保財政の安定化
と保険料(税)負担
の適正化を図る。

1,879,209

1,250,976

保険者（市町村）が負担する高額医療費拠出金の一部（80万円を超える高額医療費）を負担
する。

国民健康保険高
額医療費共同事
業

99,251

高額医療費の一部
を負担することに
より、国保財政の
安定化を図る。

278,447

（国民健康保険
法附則第26条）

備考

1,444,134 106,475

349,205

1,432,789

1,300,753

102,606

1,460,572 108,520

309,736

①軽減分 ②支援分 備考



助成制度名 目的 概要

自立支援医療 ○対象者

(更生医療)

○対象疾患

1)視覚障がいによるもの

2)聴覚、平衡機能の障がいによるもの

3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの

4)肢体不自由によるもの

　

○負担割合

原則１割負担としたうえで、負担上限を設ける。

※太線枠内は高額治療継続者（重度かつ継続）

○申請先：市町村窓口

○財源内訳：国1/2、県1/4、市町村1/4

○Ｈ26予算：148,404千円(県負担分)

自立支援医療 ○対象者

(精神通院医療)

（障害者自立支
援法第58条第１
項）

○対象となる精神障がい

1)躁及び抑うつ状態

2)幻覚妄想状態

3)精神運動興奮及び昏迷の状態

4)統合失調等残遺状態

5)情動及び行動の障がい

6)不安及び不穏状態

7)けいれん及び意識障がい

8)精神作用物質の乱用及び依存

9)知能障がい

○負担割合                                         

　原則１割負担としたうえで、負担上限を設ける。     

※太線枠内は高額治療継続者（重度かつ継続）

○申請先：市町村窓口

○財源内訳：国1/2、県1/2

○Ｈ26予算：1,334,989千円

0

6)ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障がいによるもの（日常生活が著し
い制限を受ける程度であると認められるものに限る。）

5,000

2,500

身体障害者福祉法第４条に規定する身体上の障がいを有すると認められる者であって、確実
なる治療効果が期待しうるもの

（障害者自立支
援法第58条第１
項）

5)心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの（日常生活が著しい制限
を受ける程度であると認められるものに限る。）

市町村民税課税

負担上限額(円)

生活保護世帯

市町村民税非課税

負担上限額(円)

所得割＜23万5千円

20,000

身体障害者手帳を
所持している１８
歳以上の者が、障
がいの除去、又は
軽減のために受け
る医療を対象に
「更生医療給付
費」を給付するこ
とにより、日常生
活活動の回復又は
向上を図る。

2,500

5,000

0

5,000

10,000

精神障がい者が病
院又は診療所に入
院することなく行
われる精神医療に
ついて公費負担す
ることにより、精
神障がいの適正な
医療を普及する。

 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律第５条に規定する精神障がい者（統合失調症、
精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有
する者）又はてんかんを有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあ
るもの（現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、なお
通院医療を継続する必要のある場合も対象となる）

医療保険の
自己負担限
度額
対象外

本人収入≦80万円

5,000

所得割＜23万5千円 10,000

市町村民税課税 所得割＜3万3千円 医療保険の
自己負担限
度額

所得割≧23万5千円 対象外 20,000

市町村民税非課税 本人収入≦80万円

本人収入＞80万円

生活保護世帯

区　分

所得割≧23万5千円

区　分

所得割＜3万3千円

本人収入＞80万円


